
区 民 福 祉 委 員 会 

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ３ 日 

墨田区介護保険条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （保険料率） 

第１０条 令和３年度から令和５年度までの

各年度における保険料率は、次の各号に掲

げる第１号被保険者（法第９条第１号に規

定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号。以下「令」という。）第３９

条第１項第１号に掲げる者 ３万８，３

４０円 

 ⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

４万７，９２５円 

 ⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

５万７，５１０円 

 ⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 

６万７，０９５円 

 ⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 

７万６，６８０円 

 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ８万６，

２６５円 

  ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金

額」という。）（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項、第３５条の３第１項又は 

第３６条の規定の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第２２条の２ 

第２項に規定する特別控除額を控除し 

て得た額とし、当該合計所得金額が０ 

を下回る場合には、０とする。以下同 

じ。）が１２５万円未満である者であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない 

もの 

  イ 〔略〕 

 ⑺ 次のいずれかに該当する者 ９万５，

８５０円 

 〔同左〕 

第１０条 平成３０年度から令和２年度まで

の各年度における保険料率は、次の各号に

掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に 

規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 ⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号。以下「令」という。）第３９

条第１項第１号に掲げる者 ３万８，８

８０円 

 ⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

４万８，６００円 

 ⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

５万８，３２０円 

 ⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 

６万８，０４０円 

 ⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 

７万７，７６０円 

 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ８万７，

４８０円 

  ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金

額」という。）（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項又は第３６条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第２２条の２第２項に規定する特

別控除額を控除して得た額とする。以

下この項において同じ。）が１２５万

円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

   

 

イ 〔略〕 

 ⑺ 次のいずれかに該当する者 ９万７，

２００円 



  ア・イ 〔略〕 

 ⑻ 次のいずれかに該当する者 １１万５，

０２０円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑼ 次のいずれかに該当する者 １２万６，

５２２円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑽ 次のいずれかに該当する者 １４万１，

８５８円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑾ 次のいずれかに該当する者 １７万６，

３６４円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑿ 次のいずれかに該当する者 １９万５，

５３４円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⒀ 次のいずれかに該当する者 ２１万４，

７０４円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⒁ 次のいずれかに該当する者 ２３万７，

７０８円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⒂ 前各号のいずれにも該当しない者 ２

６万７１２円 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、同号に 

掲げる第１号被保険者についての保険料の 

減額賦課に係る令和３年度から令和５年度 

までの各年度における保険料率は、２万３，

００４円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第

１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和３年度から令和５年度までの各

年度における保険料率について準用する。

この場合において、前項中「２万３，００

４円」とあるのは、「２万８，７５５円」

と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる

第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和３年度から令和５年度までの 

各年度における保険料率について準用する。

この場合において、第２項中「２万３，０

０４円」とあるのは、「５万３，６７６円」

と読み替えるものとする。 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑻ 次のいずれかに該当する者 １１万６，

６４０円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑼ 次のいずれかに該当する者 １２万８，

３０４円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑽ 次のいずれかに該当する者 １４万３，

８５６円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑾ 次のいずれかに該当する者 １７万８，

８４８円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑿ 次のいずれかに該当する者 １９万８，

２８８円 

  ア・イ 〔略〕 

⒀ 次のいずれかに該当する者 ２１万７，

７２８円 

  ア・イ 〔略〕  

 ⒁ 次のいずれかに該当する者 ２４万１，

０５６円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⒂ 前各号のいずれにも該当しない者 ２

６万４，３８４円 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、同号に 

掲げる第１号被保険者についての保険料の 

減額賦課に係る令和２年度における保険料 

率は、２万３，３２８円とする。 

 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第

１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和２年度における保険料率につい 

て準用する。この場合において、前項中 

「２万３，３２８円」とあるのは、「２万

９，１６０円」と読み替えるものとする。 

 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる

第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和２年度における保険料率につ

いて準用する。この場合において、第２項

中「２万３，３２８円」とあるのは、「５ 

万４，４３２円」と読み替えるものとする。 

  



 （延滞金） 

第１８条 保険料の納付義務者は、納期限後

にその保険料を納付する場合においては、

当該納付金額に、その納期限の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、当該金額

が２,０００円以上（１,０００円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨て

る。）であるときは当該金額につき年１４.

６パーセント（当該納期限の翌日から３月

を経過する日までの期間については、年７.

３パーセント）の割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金の額を加算して納付し

なければならない。ただし、延滞金の額に

１００円未満の端数があるとき、又はその

全額が１,０００円未満であるときは、その

端数金額又はその全額を切り捨てる。 

２ 〔略〕 

付 則 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料

率の算定に関する基準の特例） 

第１１条 第１号被保険者のうち、令和２年

の合計所得金額に所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給

与所得又は同法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得が含まれている者の

令和３年度における保険料率の算定につい 

ての第１０条第１項（第６号ア、第７号ア、

 第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１

号ア、第１２号ア、第１３号ア及び第１４

号アに係る部分に限る。）の規定の適用に

ついては、同項第６号ア中「租税特別措置

法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年

法律第３３号）第２８条第１項に規定する

給与所得及び同法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得の合計額について

は、同法第２８条第２項の規定によって計

算した金額及び同法第３５条第２項第１号

の規定によって計算した金額の合計額から

１０万円を控除して得た額（当該額が０を

下回る場合には、０とする。）によるもの

とし、租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険

料率の算定について準用する。この場合に

〔同左〕 

第１８条 保険料の納付義務者は、納期限後

にその保険料を納付する場合においては、

当該納付金額に、その納期限の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、当該金額

が２,０００円以上（１,０００円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨て

る。）であるときは当該金額につき年１４.

６パーセント（当該納期限の翌日から３月

を経過する日までの期間については、年７.

３パーセント）の割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金の額を加算して納付し

なければならない。ただし、延滞金の額が

１０円未満であるときは、この限りでない。 

 

 

２ 〔略〕 

付 則 

 

 

〔新設〕 



おいて、同項中「令和２年」とあるのは、

「令和３年」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保

険料率の算定について準用する。この場合 

において、同項中「令和２年」とあるのは、

 「令和４年」と読み替えるものとする。 
  

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１０条の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、 

令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の第１８条第１項の規定は、令和３年４月１日以後に納期

限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険

料に係る延滞金については、なお従前の例による。 


